
主催：       一般社団法人 日本中小企業経営支援専門家協会・医業経営部         
平成30年2月15日 協会発第１7135号  

 ＪＰＢＭ医業経営緊急研修のご案内 

  「診療報酬改定の概要と  
          中長期的視点での実務対応」 

【日 時】２０１８年３月９日（金）１４:３０～１６:３０  
【会 場】中央大学駿河台記念館３３０号室（東京都千代田区神田神保町1-31-2 TEL03－3292－3111） 

         ＊「Ｊシェア」（JPBＭ情報ｼｪｱｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ）による、地域拠点事務所での参加も受けたまわります。 

【講 師】１．ＪＰＢＭ医業経営部部長 公認会計士・税理士 松田紘一郎 

    ２．厚生労働省大臣官房企画官（保険局併任） 古元重和氏 
        （質疑応答の時間を設けております。質問内容は事前にJPBMまでお寄せください） 

【受講料】医療関係者様 3,240円（資料代等含む） ＪＰＢＭ会員・職員 5,400円 一般 7,560円※税込      

     ＊お申込は別紙「申込書」に記載の上FAXにてお申し込みください。ご請求書をお送りいたします。入金が確認でき次第 

     「受講票」をFAXさせて頂きます。JPBM会員は会費と一緒の引き落としとなります（4月6日予定）。 

 

 
  

※お問い合わせ：ＪＰＢＭ本部事務局 〒101－0041 東京都千代田区神田須田町1－2－1 カルフール神田ビル9階  ☎03－3253－4711 FAX:03-3526-3051 
                                    http://www.jpbm.or.jp/ e-mail：info@jpbm.or.jp 担当：若松、山形 

 

 平成30 年度の改定は、６年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、団塊の世代が全て75 歳以上の
高齢者となる2025 年に向けた道筋を示す実質的に最後の同時改定となり、医療・介護両制度にとって重要な
節目となります。 
 本研修では、今回の診療報酬改定の内容について、中長期的対応を示し、厚労省大臣官房企画官より詳細な
解説を行います。最新の充実した資料および実務対応に直結する内容になりますので、奮ってご活用ください。 

各 位 

＊〈公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会〉認定継続研修 【研修の主な項目（予定）】 
  １．診療報酬改定に伴う中長期的視点での対応について 
    ・地域の医療ニーズの把握 ・連携先の見直し及び拡大 ・人材育成 ・情報管理の見直し 

  ２．平成30年度診療報酬改定の概要 
    ・入院医療 ・外来・在宅医療 ・医療従事者の働き方等   



　　　　年　　　月　　　日

貴事務所名

（貴法人名）

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

〒
ＦＡＸ：０３－３５２６－３０５１ ご住所

ＪＰＢＭ行き

ふりがな

お名前 様

ｅ-ｍａｉｌ：
□医コン会員番号：

ふりがな

お名前 様

ｅ-ｍａｉｌ：
□医コン会員番号：

※医業経営コンサルタント継続研修の受講証明書を申請する方は
　　上記□に✔をお入れください。

問合先

一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会　　担当：若松、松本、山形

　　ＴＥＬ 03-3253-4711 　　ＦＡＸ　03-3526-3051

（医療関係）
（会員）
（一般）

受講場所
　①会場参加　②Ｊシェア参加

※ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

JPBM医業経営緊急研修

診療報酬改定の概要と中長期的視点での実務対応

　　　　　平成３０年３月９日（金）　１４：３０～１６：３０

申　込　書

受講区分
※以下の項目のいずれかに

「○」をしてください

【　　　　　】

 【東京会場】    

＜中央大学駿河台記念館620号室＞      

東京都千代田区神田駿河台3-11-5  電話 03－3292－3111   

11月14日・中央大学駿河台記念館670号室 

※JR中央・総武線 御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅下車、徒歩

<  会 場 案 内 図  > 

 【東京会場】    

＜中央大学駿河台記念館330号室＞      

東京都千代田区神田駿河台3-11-5  電話 03－3292－3111   

平成28年11月8日・中央大学駿河台記念館620号室 

※JR中央・総武線 御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅下車、徒歩

<  会 場 案 内 図  > 
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